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横浜市瀬谷区総合庁舎及び二ツ橋公園整備事業／入札説明書等変更対照表 

書類

名 
別 頁

第

(条)
章 節 号 大 中 小 項目名 変更前 変更後 

入札

説明

書  

  4 2 2 (3) ①      事業対

象 

・・・以下「庁舎施設」という。）、二ツ橋公園（以下「公園施

設」という。）を対象とする。（庁舎施設及び公園施設をあ

わせて「本施設」という。）

なお、本施設の整備にあたり、公会堂代替施設及び熱

源等仮設設備の設置及び解体、及び必要となる周辺の道

路の改良についても本事業の対象とする。 

名称等

本施設

 

 

 

 

その他

 

  

・・・以下「庁舎施設」という。）、二ツ橋公園（以下「公園施

設」という。）を対象とする。 

なお、事業実施にあたり、公会堂代替施設及び熱源等仮

設設備の設置及び解体、及び必要となる周辺の道路の改

良についても本事業の対象とする。（庁舎施設、公園施設、

公会堂代替施設、熱源等仮設設備及び道路等を含めて「本

施設」という。）

名称等

本施設

 

 

 

 

 

 

  

入札

説明

書 

  5 2 2 (3) ② イ (ｱ) j 維持管

理業務

ｊ.什器備品保守管理業務（庁舎施設） ｊ.什器備品保守管理業務（庁舎施設のうち公会堂、食堂及

び売店の什器備品） 

入札

説明

書  

  6 2 2 (3) ④ ウ (ｳ)  維持管

理・運

営の対

価 

・・・公会堂の維持管理・運営に必要な経費から、選定事

業者の収入の差額分が・・・ 

・・・公会堂の維持管理・運営に必要な経費から、選定事業

者の提案による収入見込み額を除いた差額分が・・・ 

入札

説明

書  

  13      )  3 1 (2) ② ア (ｳ 設計業

務にあ

たる者

(ｳ)  平成9年 4 月 1 日から本事業の・・・ (ｳ)  平成8年 4 月 1 日から本事業の・・・ 

入札

説明

書  

  14      )  3 1 (2) ② エ (ｳ 維持管

理業務

にあた

る者 

(ｳ)  平成9年 4 月 1 日から本事業の・・・ (ｳ)  平成8年 4 月 1 日から本事業の・・・ 

入札

説明

書  

  15      )  3 1 (2) ② カ (ｱ 食堂の

運営に

あたる

者 

(ｱ)  平成9年 4 月 1 日以降に・・・ (ｱ)  平成8年 4 月 1 日以降に・・・ 
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書類

名 
別 頁

第

(条)
章 節 号 大 中 小 項目名 変更前 変更後 

入札

説明

書  

  17 4 1          入札ス

ケジュ

ール 

 

入札説明書等に関する質問及び意見等の受付（第

二次） 

入札説明書等に関する質問及び意見等への回答公

表（第二次）  

 

入札説明書等に関する質問の受付（第二次） 

入札説明書等に関する質問の回答公表（第二次）  

入札

説明

書 

 3 5 2      2 審査委

員会の

設置 

（削除） 

中村 玲子 政策研究大学院大学 教授 

（追加） 

松下 倫子 関東学院大学 教授 

入札

説明

書 

  28 7 1          サービ

スの対

価の支

払い 

甲は、・・・事業期間終了までの間、乙に対し・・・甲と乙

との間で締結する・・・ 

市は、・・・事業期間終了までの間、選定事業者に対し・・・

市と選定事業者との間で締結する・・・ 

入札

説明

書 

  29     7 1 (1)       サービ

ス購入

料 C 

 

庁舎施設  

 

庁舎施設（公会堂を除

く）

  

入札

説明

書 

  29     7 1 (1)       サービ

ス購入

料Ｄ 

 

同額年 2 回 

又は各年出来高支払

※乙の提案による・・・  

 

①同額年 2 回、②各事

業年度ごとの支払（年

2 回）、③同額年 2 回

及び各事業年度ごとの

支払（年 2 回）の混合

※選定事業者の提案

による・・・  

入札

説明

書  

  30        7 1 (1) サービ

ス購入

料Ｅ 

 

・・・ 

・公会堂運営業務に係る費用 

 

  

 

・・・ 

・公会堂運営業務に係る費用 

「上記の費用－利用料金収入

見込み額＝サービス購入料Ｅ」 
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書類

名 
別 頁

第

(条)
章 節 号 大 中 小 項目名 変更前 変更後 

入札

説明

書  

  30       7 1 (2) ① ウ   基準金

利 

基準金利は・・・ サービス購入料Ａの基準金利は午前 10 時現在の東京ス

ワップレファレンスレート（ＴＳＲ）としてTelerate17143 ページ

に掲示されている６か月LIBORベース 2 年物（円／円）金利

スワップレートとする。サービス購入料Ｂ1 及びＢ2 の基準

金利は・・・ 
入札

説明

書  

  30

31

7 1 (2) ① エ    基準金

利の決

定日 

サービス購入料Ａ・・・3銀行営業日前 

サービス購入料Ｂ１・・・3銀行営業日前 

サービス購入料Ｂ２・・・3銀行営業日前 

サービス購入料Ａ・・・2銀行営業日前 

サービス購入料Ｂ１・・・2銀行営業日前 

サービス購入料Ｂ２・・・2銀行営業日前 
入札

説明

書  

  31       7 1 (2) ② ウ   サービ

ス購入

料Ｅ 

・・・公会堂の維持管理・運営の必要な経費から、選定事

業者の利用料金収入の差額分が対価となる。 

・・・公会堂の維持管理・運営の必要な経費から、選定事業

者の提案による利用料金収入見込み額を除いた差額分が

対価となる。 
入札

説明

書  

  32     7 1 (4)       ｻｰﾋﾞｽ

の対価

の金額

と支払

いｽｹｼﾞ

ｭｰﾙ 

・・・変更分についても甲が負担するものとする。 ・・・変更分についても市が負担するものとする。 

入札

説明

書  

1 36   2 (2)     消費税

率変更

に基づ

く改定 

（追加） (2)  消費税率変更に基づく改定 

維持管理・運営の対価に対する消費税率が変更された

場合、新たな消費税率に基づいて算出することとする。

入札

説明

書 

2 37   1 (2) 

(3) 

       第三者

機関に

よる評

価 

④第三者機関による評価 

(2)モニタリング費用の負担 

・・・それ以外に選定事業者に発生する費用は乙が負担す

る。（第三者機関による評価を含む。）

(2)第三者機関による評価 

(3)モニタリング費用の負担 

・・・それ以外に選定事業者に発生する費用（第三者機関に

よる評価を含む。）は乙が負担する。 

入札

説明

書  

2 38 

39

  2 (1)        減額対

象及び

是正レ

ベルの

認定 

 

レベル 1：軽微な支障があるとみなす事態の例 

 

レベル 2：明らかに重大な支障があるとみなす事態の

例 

・・・火災発生時において消防用設備等として機能を

果たさない事態の発生）等  

 

レベル 1：軽微な支障があるとみなす事象の例 

 

レベル 2：明らかに重大な支障があるとみなす事象

の例 

・・・火災発生時において消防用設備等として機能を

果たさない事象の発生）等  
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書類

名 
別 頁

第

(条)
章 節 号 大 中 小 項目名 変更前 変更後 

入札

説明

書  

2 40   3 (1)        減額ポ

イント

の計上

 

事態

軽微な支障があるとみ

なす事態の例 

明らかに重大な支障が

あるとみなす事態の例 

 

事象

軽微な支障があるとみ

なす事象の例 

明らかに重大な支障が

あるとみなす事象の例 

入札

説明

書  

2 40   3 (2)        減額ポ

イント

の支払

額への

反映 

 

100 以上 

50～99 

 

30～49 

 

10～29 

 

0～10 

  

 

100 以上 

50～99 

 

30～49 

 

10～29 

 

0～9

  

要求

水準

書 

  17    3 3 (7)

(8) 

(9) 

       庁舎の

仮使用

に関す

る条件

（(7)追加、以下番号が変更） 

(7)  都市公園の占用に関する届出 

(8)  現況公園の保全 

(7) 庁舎の仮使用に関する条件 

・新庁舎が完成し、地下駐車場（附置義務駐車場）の完成ま

での期間は仮使用承認の手続きが必要となる。 

・仮使用承認の手続きに関しては、仮使用の条件等を関係

機関と十分協議を行うこと。 

・仮使用中の庁舎については、避難、安全、防災等に十分

配慮して計画すること。 

(8)  都市公園の占用に関する届出 

(9)  現況公園の保全 

要求

水準

書 

  21        4 1 (6) 仕上げ

計画 

・サービス部分の断熱、吸音材は十分検討して採用する

こと。 

・各室の用途・機能に応じて断熱、吸音材を十分検討して採

用すること。 

要求

水準

書 

  22     4 1 (7)       安全・

防災・

防犯計

画 

・人の触れる部分の主要な間仕切りについては、破損防

止のため、鉄筋コンクリート造等衝撃に対する十分な強度

を有する工法・材料を採用すること。 

・人の触れる部分の間仕切りについては、破損防止のた

め、衝撃に対する十分な強度を有する工法・材料を採用す

ること。 
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書類

名 
別 頁

第

(条)
章 節 号 大 中 小 項目名 変更前 変更後 

要求

水準

書 

  24    4 1 (11) ②     ごみ置

き場 

・・・庁舎施設の敷地外側に設けること。 ・・・庁舎施設の敷地内の道路側に設けること。 

要求

水準

書 

  24 4 1 (11) ④      その他 ・既設の女性像他計３体及びからくり時計の移設を検討

し、庁舎の全体計画の中で、全体的な景観・デザイン等

との整合に配慮し、適切な位置に設置すること。 

 

・既設の女性像他計３体及びからくり時計の取扱いについ

て検討すること。 

 

要求

水準

書 

  24

25 

4 1 (11) ④      その他 ・壁面に幕の掲示枠を２箇所設けること。なお、幕は横断

幕（7.5ｍ×1.2ｍ）を基本とするが、建物の意匠等により

懸垂幕を検討してもよいこととする。 

・旗竿は適切な位置に 3 本(高さ 10m程度)設けること。 

・防災無線については事業対象外であるが、防災無線用

の基礎工事を市と協議の上設置すること。「別紙 20 防

災無線概要」を参照のこと。

（削除） 

要求

水準

書 

  25 4 1 (13)     その他 （追加） (13)  その他 

・壁面に幕の掲示枠を２箇所設けること。なお、幕は横断幕

（7.5ｍ×1.2ｍ）を基本とするが、建物の意匠等により懸垂

幕を検討してもよいこととする。 

・旗竿は適切な位置に 3 本(高さ 10m程度)設けること。 

・防災無線設備については事業対象外であるが、防災無線

設備用の基礎と鉄柱及び電源、配管は本事業範囲であり、

市及び移設工事の施工業者と協議の上設置すること。ま

た、基礎及び鉄柱の設置場所は庁舎屋上とすること。防災

無線設備概要については「別紙 20 防災無線概要」を参照

のこと。 

・証明写真撮影機、銀行ATM設置場所について確保を検討

すること。
要求

水準

書 

  26 4 2 (2) ②   来庁者

部分 

（追加） ・既設モニュメントの取扱について検討すること。

要求

水準

書 

  29 4 2 (3) ⑥    搬入 ・搬入用昇降機設備の大きさは積載量2500kg以上とする

こと。 

・搬入用昇降機設備の大きさは積載量3000kg以上とするこ

と。 

要求

水準

書 

  30        4 3 (2) ウ 用途係

数 

ウ 駐車場 1.0 ウ 地下駐車場 1.25
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書類

名 
別 頁

第

(条)
章 節 号 大 中 小 項目名 変更前 変更後 

要求

水準

書 

 34 4 4 (21)     その他 ・別途発注する防災無線設備の移設工事の施工業者と調

整を行い、機能が満足するようにすること。 

・別途発注する防災無線設備の移設工事の施工業者と調

整し、機能が満足するように電源、配管等の工事を行うこ

と。 
要求

水準

書 

  45 7 4      各種申

請業務

（追加） 

 

 

仮使用承

認申請（庁

舎）

選定事

業者

まちづくり調

整局建築審

査課

Ｈ22 年 1 月

（仮使用期

間：Ｈ23 年 3

月末（地下

駐車場竣

工）まで） 

要求

水準

書 

 2 7 7 )     5 (3  道路設

計業務

におけ

る着手

時と完

了時の

提出書

類 

(3) 道路設計業務における着手時と完了時の提出書類 

・業務に着手するときは、次の書類を提出して市の承諾を

得ること。 

・設計業務着手届 

・工事工程表 

・主任技術者届 

・業務が完了したときは、設計業務完了届を提出するこ

と。 

・選定事業者は設計完了時には、次に示す図書を市に提

出し、完成検査を受けること。 

・設計図書 

・工事内訳書 

・見積・積算資料 

・構造計算書

（削除） 

要求

水準

書 

  57      8 3 (4) ②     完工図

書の提

出 

・完工図（建築）・・・原図2部・・・ 

・完工図（電気設備）・・・原図2部・・・ 

・完工図（機械設備）・・・原図2部・・・ 

・完工図（昇降機設備）・・・原図2部・・・ 

・完工図（舞台設備）・・・原図2部・・・ 

・完工図（什器・備品配置票）・・・原図2部・・・ 

・完工図（建築）・・・原図1部・・・ 

・完工図（電気設備）・・・原図1部・・・ 

・完工図（機械設備）・・・原図1部・・・ 

・完工図（昇降機設備）・・・原図1部・・・ 

・完工図（舞台設備）・・・原図1部・・・ 

・完工図（什器・備品配置票）・・・原図1部・・・ 
要求

水準

書 

  59     9 2 (1)       対象施

設の解

体 

・上水道の廃止（引込み管撤去、廃止届）及び井戸の埋設 ・上水道の廃止（引込み管撤去、廃止届） 
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書類

名 
別 頁

第

(条)
章 節 号 大 中 小 項目名 変更前 変更後 

要求

水準

書 

  62 9 3 (4) ②   完工図

書の提

出 

・撤去図・・・原図2部・・・ ・撤去図・・・原図1部・・・ 

要求

水準

書 

 3 0 1 )     6 1 (1  検査済

証及び

引渡し

書の提

出 

・・・市による完工確認後、遅滞なく建築基準法第 7 条第 5

項に規定する・・・ 

・・・市による完工確認後、仮使用承認もしくは建築基準法

第 7 条第 5 項に規定する・・・ 

要求

水準

書 

 3 0 1 )     6 1 (2  引渡し

期限 

 

手続き等 

 

 

  

 

手続き等 

仮使用承認の手続き

建築基準法第 7 条第 5

項に規定する検査 

要求

水準

書 

 9 1 2 )     6 1 1 (4  第三者

機関に

よる評

価 

・・・維持管理・運営機関内に 3 回以上とする。 ・・・維持管理・運営期間内に 3 回以上とする。 

要求

水準

書 

  76 12 5 (3) ② ア  駐車

場・駐

輪場の

施設の

運用に

関する

事項 

・駐車場の使用料の徴収代行業務を選定事業者が実施

することを想定して事業を計画すること。 

・駐輪場は定期的に巡回し（駐車場巡回員が兼務可）・・・

・駐車場の使用料の徴収及び管理は市が実施することを想

定して管理を計画すること。 

・駐輪場は定期的に巡回し（駐車場管理員が兼務可）・・・ 

要求

水準

書 

 7 2 6 )     7 1 (1  業務の

内容 

選定事業者は、庁舎敷地及び地下駐車場の外構施設

（工作物を含む。）に関し・・・ 

選定事業者は、庁舎敷地内の外構施設（工作物を含

む。）に関し・・・ 

要求

水準

書 

 1 2 1 )     8 1 1 (2  要求水

準 

・「横浜市物品会計規則」・・・ ・「横浜市物品規則」・・・ 

要求

水準

書 

  83 13 1 (1)        運営業

務の対

象 

・公会堂運営業務（検討中） ・公会堂運営業務 
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書類

名 
別 頁

第

(条)
章 節 号 大 中 小 項目名 変更前 変更後 

要求

水準

書 

  84 13 2 (1)        業務の

内容 

なお、公会堂の運営業務を本事業に含めるかについて

は現在、検討中である。

（削除） 

要求

水準

書 

5            別紙 5 

敷地区

域変更

図 

別紙 5 敷地区域変更図 

庁舎区域

公園区域 

現状公園区域

別紙 5 敷地区画変更図 

庁舎敷地

公園敷地 

現状公園敷地

要求

水準

書 

6           別紙 6 

必要諸

室及び

仕様

（区役

所） 

 

(1P) 

総務課

事務室 

（追加） 

(3P) 

納税担

当窓口 

（追加） 

(3P) 

区収入

役室事

務室 

（追加） 

(3P) 

銀行 （追加） 

(5P) 

保険年

金課事

務室 

（追加） 

(5P) 

福祉保

健課事

務室 

（追加） 

(13P) 

（追加） （追加）  

(1P) 

総務課

事務室 

・ 金庫（760*520*1440、約 200 ㎏）の設

置に配慮。（区民の目から遮断された場

所に配置すること）

(3P) 

納税担

当窓口 

・ 金庫（600*600*1200、約 200 ㎏）の設

置に配慮。

(3P) 

区会計

室事務

室 

・ 金庫（800*820*1380、約 1200 ㎏）の

設置に配慮。

(3P) 

銀行 ・ 金庫（500*450*590、約 200 ㎏）の設

置に配慮。

(5P) 

保険年

金課事

務室 

・ 金庫（340*400*780、約 200 ㎏）の設

置に配慮。

(5P) 

福祉保

健課事

務室 

・ 金庫（600*650*900、約 200 ㎏）の設

置に配慮。

(13P) 

管理員

室

（詳細は別紙 6 を参照してください）
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書類

名 
別 頁

第

(条)
章 節 号 大 中 小 項目名 変更前 変更後 

要求

水準

書 

7 1             別紙 7 

必要諸

室及び

仕様

（公会

堂） 

 

ピアノ収

納庫 

（追加） 

 

 

ピアノ収

納庫 

（詳細は別紙 7 を参照してください）

 

要求

水準

書 

20 1        別紙

20 

防災無

線概要

（追加）  

【注意事項】 

 防災無線用の基礎と鉄柱及び電源、配管は、本事

業範囲とする。 

要求

水準

書 

21         別紙

21 

地震計

概要 

（追加）  

【注意事項】 

（詳細は別紙 21 を参照してください）  

要求

水準

書 

48              別紙

48 

維持管

理業務

及び運

営業務

におけ

る業務

実施体

制（兼

務）の

考え方

 

夜間 閉庁時 

× × 

 

夜間 閉庁時 

△清掃

員は事

業者提

案

△清掃員

は事業者

提案

 

要求

水準

書 

55      別紙

55 

モニュ

メント等

設置一

覧 

（追加） 要求水準書別紙 55 モニュメント等設置一覧
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書類

名 
別 頁

第

(条)
章 節 号 大 中 小 項目名 変更前 変更後 

要求

水準

書 

56      別紙

56 

磯子区

庁舎レ

イアウ

ト（広報

相談係

部分） 

（追加） 要求水準書別紙 56 磯子区庁舎レイアウト（広報相談係部

分）

要求

水準

書 

57        別紙

57 

選定事

業者が

廃棄す

る什器

備品一

覧 

（追加） 要求水準書別紙 57 選定事業者が廃棄する什器備品一覧

基本

協定

書

（案） 

  1       前文 ・・・〔協力会社名称〕、〔協力会社名称〕及び〔協力会社名

称〕をその協力会社とし（これらの企業を以下「協力会社」

という。）、〔代表企業名称〕（以下「代表企業」という。）・・・

・・・〔協力会社名称〕、〔協力会社名称〕及び〔協力会社名

称〕をその協力会社とし（これらの企業を以下「協力会社」と

いう。）、構成員のうち〔代表企業名称〕（以下「代表企業」と

いう。）・・・ 
基本

協定

書

（案） 

  1 3 3      事業予

定者の

設立 

第 3 条

3 項 

3  構成員は、甲と事業予定者との間の・・・ 2  構成員は、甲と事業予定者との間の・・・ 

基本

協定

書

（案） 

  2 5 1      業務の

委託、

請負 

第 5 条

1 項 

・・・本施設の維持管理に係る業務を〔構成員名称/協力

会社名称〕に、本施設の公会堂運営に係る業務を〔構成

員名称/協力会社名称〕に、本施設の食堂及び売店運営

に係る業務のうち・・・ 

・・・本施設のうち、庁舎施設の維持管理に係る業務を〔構成

員名称/協力会社名称〕に、公会堂運営に係る業務を〔構成

員名称/協力会社名称〕に、食堂及び売店運営に係る業務

のうち・・・ 

基本

協定

書

（案） 

 3 7 1      準備行

為 

第 7 条

1 項 

乙は、事業契約締結前にも・・・ 乙または事業予定者は、事業契約締結前にも・・・ 
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書類

名 
別 頁

第

(条)
章 節 号 大 中 小 項目名 変更前 変更後 

基本

協定

書

（案） 

  3 9 2          事業契

約不調

の場合

の処理

第 9 条

2 項 

・・・乙の責めに帰すべき場合には、乙は、甲の請求があ

り次第、本事業に係る落札金額の 100 分の 10 に相当す

る金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負担するも

のとする。・・・ 

・・・乙の責めに帰すべき場合には、甲は、本事業に係る落

札金額の 100 分の 10 に相当する金額を上限とする違約金

を乙に請求できるものとし、乙は、甲の請求があり次第、当

該請求において定められた金額の違約金を甲に支払う義

務を連帯して負担するものとする。・・・ 

基本

協定

書

（案） 

  4 11           解除 

第 11

条 

・・・［この場合、乙は、甲の請求があり次第、本事業に係

る落札金額の 100 分の 10 に相当する金額の違約金を甲

に支払う義務を連帯して負担するものとする。・・・］

・・・この場合、甲は、本事業に係る落札金額の 100 分の 10

に相当する金額を上限とする違約金を乙に請求できるもの

とし、乙は、甲の請求があり次第、当該請求において定めら

れた金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負担するも

のとする。・・・ 
特定

事業

仮契

約書

(案) 

       前文 ・・・議会の議決が得られなかったときは、本契約は無効と

なり・・・ 

・・・議会の議決が得られなかったときは、契約は無効とな

り・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  2 3 5      定義 

第 3 条

5 項 

（追加） 5. 「運営企業」とは、乙から運営業務を直接に受託し又は請

け負う●株式会社をいう。

特定

事業

仮契

約書

(案) 

 2 3 5      

～

5

～

63

定義 

第 3 条

5 項 

～ 

63 項 

（5 項追加、以下 1 項ずつ項が変更） 

5.  ・・・ 

・・・ 

63. ・・・ 

（5 項追加、以下 1 項ずつ項が変更） 

6.  ・・・ 

・・・ 

64. ・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  2 3 12          定義 

第 3 条

12 項 

12.・・・乙が第64条の定めるところに従って・・・ 13.・・・乙が第69条の定めるところに従って・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  2 3 15          定義 

第 3 条

15 項 

15.  「建設施設」とは、公会堂代替施設、熱源等仮設設備

及び本施設をいう。 

16.  「建設施設」とは、庁舎施設、地下駐車場、公園施設、

道路、熱源等仮設設備及び公会堂代替施設をいう。 
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書類

名 
別 頁

第

(条)
章 節 号 大 中 小 項目名 変更前 変更後 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  2 3 22          定義 

第 3 条

22 項 

22. 「公会堂代替施設等の提供対価」とは、サービスの対

価のうち、公会堂代替施設及び熱源等仮設設備を乙が甲

の利用に供する対価をいう。 

23. 「公会堂代替施設等の提供対価」とは、サービスの対価

のうち、公会堂代替施設及び熱源等仮設設備を乙が甲に

賃貸する対価としての賃料をいう。 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  3 3 41      定義 

第 3 条

41 項 

41.・・・第85条・・・ 42.・・・第84条・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  3 3 42          定義 

第 3 条

42 項 

42. ・・・第85条・・・修繕実施設定図書をいう。 43. ・・・第84条・・・修繕実施設計図書をいう。 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  4 3 45      定義 

第 3 条

45 項 

45.・・・第84条・・・（第84条・・・） 46.・・・第83条・・・（第83条・・・） 

特定

事業

契約

書

（案） 

  6 10 1          契約履

行の保

証 

第 10

条 

1 項 

乙は、建設施設の設計、建設、解体及び撤去及び工事

監理の履行を確保するため、自ら又は設計企業、建設企

業及び工事監理企業をして、設計・建設の対価相当額（た

だし、これに対する消費税を含み、支払利息に相当する

金額は除く。）の 100 分の 10 に相当する金額について、

該当する各業務の開始までに、甲又は乙を被保険者とす

る履行保証保険の契約を締結させなければならない。な

お、乙を被保険者とする履行保証保険を締結する場合

は、乙の費用において、第 123 条第 1 項第 1 号の違約金

債権を被担保債権とする質権を甲のために設定しなけれ

ばならない。 

乙は、建設施設の設計及び建設、解体施設の解体及び

撤去並びにこれらの工事における工事監理の各業務の履

行を確保するため、各業務に関し、自ら又は設計企業、建

設企業若しくは工事監理企業をして、当該業務の対価相当

額（ただし、これに対する消費税を含み、支払利息に相当す

る金額は除く。）の 100 分の 10 に相当する金額について、

当該業務の開始までに、甲又は乙を被保険者とする履行保

証保険の契約をそれぞれ締結させなければならない。この

場合において、乙を被保険者とする履行保証保険を締結す

る場合は、当該履行保証保険に基づき乙が有することとな

る保険金請求権に対し、乙の費用において、第 123 条第 1

項第 1 号の違約金債権を被担保債権とする質権を甲のた

めに設定しなければならない。 
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書類

名 
別 頁

第

(条)
章 節 号 大 中 小 項目名 変更前 変更後 

特定

事業

契約

書

（案） 

  6 10 3          契約履

行の保

証 

第 10

条 

3 項 

3 乙は、第 1 項の履行保証保険の締結に代えて、本契

約の締結までに、保険期間を本契約締結の日から第 57

条第 1 項による本施設の甲への引渡しの日までとし、保

険金額を設計費、建設請負工事費及び工事監理費の総

額に相当する金額の10%とする、甲を被保険者とする履行

保証保険に加入することができる。 

3 乙は、第 1 項の履行保証保険の締結に代えて、本契約

の成立までに、(i)保険期間の始期を本契約成立日とし、保

険期間の終期を各本施設に係る引渡予定日のうちの 後

に到来する日までとし、(ii)保険金額を設計・建設の対価総

額に相当する金額（ただし、これに対する消費税を含み、支

払利息に相当する金額は除く）の100 分の 10 に相当する金

額とし、(iii)甲を被保険者とする履行保証保険に加入するこ

とができる。 
特定

事業

契約

書

（案） 

 7 12 1      

 
事前調

査 

第 12

条 

1 項 

乙は、本契約、入札書類及び応募者提案に基づき、建設

施設を設計、建設する上で必要な事前調査を実施し、調

査実施後速やかに調査報告書を作成し、甲に提出しなけ

ればならない。 

乙は、本契約、入札書類及び応募者提案に基づき、建設施

設を設計、建設する上で必要な調査（本件土地の土壌汚染

調査を含む。）を事前に実施し、調査実施後速やかに調査

報告書を作成し、甲に提出しなければならない。この場合に

おいて、本件土地の土壌汚染調査の結果、本件土地に土

壌汚染が存在することが判明したときは、乙は、当該調査

報告書に、判明した土壌汚染の対処案と当該対処案を実行

した際の費用の見積もりを記載するものとする。 
特定

事業

契約

書

（案） 

 7 12 2      

 
事前調

査 

第 12

条 

2 項 

2  乙は、建設施設に関して甲が行った地質調査の結果並

びにその他乙が建設施設の設計、建設に必要と認めて行

う調査の結果に基づき、建設施設を設計、建設するものと

する。また、乙は、着工に先立ち自己の責任と費用により

建築準備調査等を十分に行い、その結果に基づき、建設

施設を建設するものとする。 

2  乙は、建設施設に関して甲が行った地質調査の結果並

びにその他乙が建設施設の設計、建設に必要と認めて行う

調査（本件土地の土壌汚染調査を含む。）の結果に基づき、

建設施設を設計、建設するものとする（但し、本件土地の土

壌汚染調査の結果、本件土地に土壌汚染が存在すること

が判明した場合、乙は、その対処について、甲と協議のう

え、当該協議の結果に従うものとし、甲は、当該協議の結果

に従ったことにより乙に生じた損害及び増加費用を負担す

るものとする。）。また、乙は、着工に先立ち自己の責任と費

用により建築準備調査等を十分に行い、その結果に基づ

き、建設施設を建設するものとする。 
特定

事業

契約

書

（案） 

 7 12 4      

 
事前調

査 

第 12

条 

4 項 

4 甲が実施した地質調査の誤りから発生する損害は、合

理的な範囲で甲がこれを負担するものとする。 

4  甲が実施した地質調査の不備、誤り等から発生する損害

又は増加費用（甲が実施した地質調査により判明しなかっ

た地下埋蔵物等が発見されたことにより発生する損害又は

増加費用を含む。）については、合理的な範囲で甲がこれを

負担するものとする。 
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書類

名 
別 頁

第

(条)
章 節 号 大 中 小 項目名 変更前 変更後 

特定

事業

契約

書

（案） 

 7 12 5      

 
事前調

査 

第 12

条 

5 項 

5 乙が第2 項に従い実施した各種調査の不備、誤り等か

ら発生する責任は、乙がこれを負担するものとする。 

5  乙が第1 項に従い実施した各種調査（本件土地の土壌

汚染調査を含む。）の不備、誤り等から発生する損害又は

増加費用については、乙がこれを負担するものとする。 

特定

事業

契約

書

（案） 

  9 19 2          設計の

変更 

第 19

条 

2 項 

・・・甲が当該費用を負担するものとして設計・建設の対価

に算入し、費用の減少が生じたときには設計・建設の対価

の支払額を減額する。 

・・・甲が当該費用を負担するものとして設計・建設の対価そ

の他のサービス対価に算入し、費用の減少が生じたときに

は設計・建設の対価その他のサービス対価の支払額を減

額する。 

特定

事業

契約

書

（案） 

  9 19 5          設計の

変更 

第 19

条 

5 項 

・・・設計、建設の対価を変更しないものとし、費用の減少

が生じたときには設計・建設の対価を減額する。 

・・・設計、建設の対価その他のサービス対価を変更しない

ものとし、費用の減少が生じたときには設計・建設の対価そ

の他のサービス対価を減額する。 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  9 19 6          設計の

変更 

第 19

条 

6 項 

・・・第121条・・・ ・・・第120条・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  9 19 7          設計の

変更 

第 19

条 

7 項 

・・・別紙3に規定する負担割合に従い・・・・第121条・・・ ・・・別紙2に規定する負担割合に従い・・・第120条・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  10 21 1      使用目

的 

第 21

条 

1 項 

・・・選定事業として本事業の用に供するため・・・ ・・・選定事業として本事業の建設の用に供するため・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  10 21 2      使用目

的 

第 21

条 

2 項 

2  乙は、公会堂代替施設及び・・・ 2  乙は、前項の定める場合のほか、公会堂代替施設及

び・・・ 
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書類

名 
別 頁

第

(条)
章 節 号 大 中 小 項目名 変更前 変更後 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  10 21 4      使用目

的 

第 21

条 

4 項 

・・・その他本事業の用に供する目的であっても・・・ ・・・その他本事業の建設の用に供する目的であっても・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  10 22 1      使用期

間 

第 22

条 

1 項 

・・・本件土地を甲に返還するときまでとする。 ・・・本件土地を甲に明渡すときまでとする。 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  10 23           使用料

第 23

条 

本件土地の使用料は、無償とする。 前二条に基づく乙による本件土地の使用の対価は、無償と

する。 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  13 33 5          施行条

件の変

更等 

第 33

条 

5 項 

・・・設計・建設の対価から減額する。 ・・・設計・建設の対価その他のサービス対価から減額す

る。 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  14 35 6      什器備

品の整

備 

第 35

条 

6 項 

・・・什器備品の変更もしくは乙以外の者からの調達は・・・ ・・・什器備品の変更若しくは乙以外の者からの調達は・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  15 40 3      乙によ

る完工

検査 

第 40

条 

3 項 

・・・検査済証もしくは及び必要に応じて・・・ ・・・検査済証（ただし、庁舎施設の平成 23 年 1 月末日の引

き渡し時については、仮使用承認で足るものとする。）及び

必要に応じて・・・ 
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書類

名 
別 頁

第

(条)
章 節 号 大 中 小 項目名 変更前 変更後 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  15 41 2          シック

ハウス

への対

応 

第 41

条 

2 項 

・・・前条に基づく測定値が・・・次条による甲の完工確認ま

でに・・・ 

・・・前項に基づく測定値が・・・第 43条による甲の完工確認

までに・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  16 43 1 (3)        乙によ

る完工

検査 

第 43

条 

1 項 

・・・甲が第 35 条第 5 項により自ら調達した什器備品・・・ ・・・甲が第 35 条第 5 項等により自ら調達した什器備品・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  17 46 1 (3)        建設工

事完工

確認書

第 46

条 

1 項 

・・・甲が第 35 条第 5 項により自ら調達した什器備品・・・ ・・・甲が第 35 条第 5 項等により自ら調達した什器備品・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  17 47 2

3 

     工期の

変更 

第 47

条 

2 項 

3 項 

・・・第116条・・・ 

・・・第121条・・・ 

・・・第115条・・・ 

・・・第120条・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  18 48 2

3

     工事の

中止 

第 48

条 

2 項 

3 項 

・・・第116条・・・ 

・・・第121条・・・ 

・・・第115条・・・ 

・・・第120条・・・ 
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書類

名 
別 頁

第

(条)
章 節 号 大 中 小 項目名 変更前 変更後 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  18 49 1 (1) 

(2) 

       工期変

更の場

合の費

用負担

第 49

条 

1 項 

(1)・・・設計・建設の対価に算入する・・・ 

(2)・・・設計・建設の対価の変更は・・・ 

(1)・・・設計・建設の対価その他のサービス対価に算入す

る・・・ 

(2)・・・設計・建設の対価その他のサービス対価の変更

は・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  19 54 5         解体及

び撤去

工事条

件の変

更等 

第 54

条 

5 項 

・・・設計・建設の対価から減額する・・・ 

 

・・・設計・建設の対価その他のサービス対価から減額す

る・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  21 59 1          瑕疵担

保責任

第 59

条 

1 項 

甲は、本施設（ただし、甲が第 35 条第 5 項により自ら

調達した什器備品を除く。）に瑕疵があるときは・・・ 

甲は、本施設及び什器・備品（ただし、甲が第 35 条第 5

項等により自ら調達した什器備品を除く。以下本条において

同じ。）に瑕疵があるときは・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  21 59 2          瑕疵担

保責任

第 59

条 

2 項 

2・・・2 年（ただし、什器・備品については 1 年）以内に・・・

第94条・・・ 

 

2・・・2 年（ただし、什器・備品については、当該什器・備品

が設置された本施設の引渡日から1 年）以内に・・・第93

条・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  21 59 3          瑕疵担

保責任

第 59

条 

3 項 

3 甲は、本施設の引渡しの際に・・・ 

 

3 甲は、本施設又は什器・備品の引渡しの際・・・ 
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書類

名 
別 頁

第

(条)
章 節 号 大 中 小 項目名 変更前 変更後 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  21 59 4          瑕疵担

保責任

第 59

条 

4 項 

4 甲は、本施設が・・・ 4 甲は、本施設又は什器・備品が・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  21 59 5          瑕疵担

保責任

第 59

条 

5 項 

5・・・甲に対し本条による瑕疵の修補・・・ 5・・・甲に対し本条による本施設の瑕疵の修補・・・ 

特定

事業

契約

書

（案） 

  22 60 3          公会堂

代替施

設及び

熱源等

仮設設

備の施

設提供

第 60

条 

3 項 

・・・それぞれ要求水準書に従って甲の利用に供するもの

とし、必要な保守、点検を定期的に行って公会堂代替施

設・・・熱源等仮設設備を利用するにあたり・・・ 

・・・それぞれ要求水準書に従って甲に賃貸するものとし、撤

去までの期間、必要な定期点検、修繕を行い、公会堂代替

施設・・・熱源等仮設設備を賃借するにあたり・・・ 

特定

事業

契約

書

（案） 

  22 61 2          指定管

理者に

よる管

理等 

第 61

条 

2 項 

(1)  不払い使用料の徴収業務 

(2)  施設の目的外使用許可 

(1)  施設の目的外使用許可 

特定

事業

契約

書

（案） 

  23 63 1          甲によ

る指定

の取消

し 

第 63

条 

1 項 

(3)  乙が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反した

とき 

(3)  乙が本契約内容を履行せず、又はこれらに違反したと

き 
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書類

名 
別 頁

第

(条)
章 節 号 大 中 小 項目名 変更前 変更後 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  27 80 1          備品の

管理等

第 80

条 

1 項 

・・・乙が第 46 条第 1 項第(3)号(ii)の定めるところ・・・ ・・・乙が第 46 条第 1 項第(3)号(ⅲ) の定めるところ・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  27 80 2          備品の

管理等

第 80

条 

2 項 

2  乙が行う備品の・・・ 2  前項に基づき乙が行う備品の・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  27 (81)         使用料

徴収事

務 

(第 81

条) 

（使用料徴収事務） 

第 81 条 甲は駐車場の利用者からの使用料の徴収を乙

に委託し、乙はこれを受託するものとする。 

2 乙は、前項に基づき徴収した使用料を公金として管理

し、地方自治法施行令第 158 条の歳入の徴収又は収納

の委託に係る規定その他関連する法令及び甲の財務規

則等に定めるところに従って、使用料を徴収し、保管し、

甲に納めなければならない。 

3 乙は、公金たる使用料と、その他の収入を明確に区分

しなければならない。

（削除） 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  28

～

46

82

～

144 

     第 82

条 

～ 

第 144

条 

（第 81 条削除、以下 1 条ずつ条が変更） 

第82条 

・・・ 

第144条 

（第 81 条削除、以下 1 条ずつ条が変更） 

第81条 

・・・ 

第143条 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  33 100 1          独立採

算 

第 100

条 

1 項 

第100条 食堂及び売店運営業務は独立採算事業と

し・・・ 

第99条 食堂及び売店運営業務は独立採算事業を前提と

し・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  34 105 1          独立採

算業務

第 105

条 

1 項 

第105条 附帯事業は独立採算事業とし・・・ 第104条 附帯事業は独立採算事業を前提とし・・・ 
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書類

名 
別 頁

第

(条)
章 節 号 大 中 小 項目名 変更前 変更後 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  34 107          売上手

数料 

第 107

条 

(付帯事業の開始の遅延) 

第107条 乙の責めに帰すべき事由により付帯事業の開

始が運営業務開始予定日よりも遅れた場合において、運

営業務開始予定日から付帯事業が実際に開始された日

までの日数に応じて、 初の事業年度に係る付帯事業売

上計画金額の 1 日あたりの金額の 10 パーセントに相当

する金額を、遅延損害金として甲に支払わなければなら

ない。 

(売上手数料) 

第106条 乙は、半期毎に、自動販売機設置業務の遂行過

程において設置された自動販売機に係る売上の総合計額

に●を乗じて得られる売上手数料を、甲の発行する納入通

知書に従って納入するものとする。 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  37 112 4

5 

        サービ

スの対

価の支

払い 

第 112

条 

4 項 

5 項 

4・・・その支払額は第113条に従い改定又は第114条に従

い減額・・・ 

5・・・第110条のモニタリングを・・・ 

4・・・その支払額は第112条に従い改定又は第113条に従い

減額・・・ 

5・・・第109条のモニタリングを・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  37 112 9         サービ

スの対

価の支

払い 

第 112

条 

9 項 

・・・付帯事業は独立採算事業であり、食堂及び売店運営

業務並びに・・・ 

・・・付帯事業は独立採算事業を前提とし、食堂及び売店運

営業務並びに・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  37 114         サービ

スの対

価の減

額等 

第 114

条 

第114条 第110条に従い・・・ 第113条 第109条に従い・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  37 115         サービ

スの対

価の返

還 

第 115

条 

第115条 第109条に従い・・・ 第114条 第108条に従い・・・ 
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書類

名 
別 頁

第

(条)
章 節 号 大 中 小 項目名 変更前 変更後 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  38 116 2 (3)        契約期

間 

第 116

条 

2 項 

(3)  第101条により・・・実施の場所及び第106条よりに・・・ (3)  第100条により・・・実施の場所及び第105条よりに・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

  38

39 

119 1 (4) 

(7) 

       乙の債

務不履

行等に

よる解

除 

第 119

条 

1 項 

(4)  乙が、第109条の・・・ 

(7)  ・・・義務の履行が第110条の・・・ 

(4)  乙が、第108条の・・・ 

(7)  ・・・義務の履行が第109条の・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

 40 122 2

～

6

     引渡前

の解除

の効力

第 122

条 

2 項～ 

6 項 

2  第119条の規定に・・・乙の第124条・・・ 

3  第118条又は第120条の・・・対価及び第124条・・・ 

4  第121条の・・・ 

5  ・・・本契約の解除が、第118条、第120条又は第121条

に基づくときは・・・第119条に基づくときは・・・ 

6  ・・・本契約の解除が第119条に・・・ 

2  第118条の規定に・・・乙の第123条・・・ 

3  第117条又は第119条の・・・対価及び第123条・・・ 

4  第120条の・・・ 

5  ・・・本契約の解除が、第117条、第119条又は第120条に

基づくときは・・・第118条に基づくときは・・・ 

6  ・・・本契約の解除が第118条に・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

 41 123 4

～

7

     引渡後

の解除

の効力

第 123

条 

4 項～ 

7 項 

4  第119条の規定に・・・ 

5  第118条又は第120条の規定に基づき・・・ 

6  第121条の・・・ 

7  第112条第 4 項・・・ 

4  第118条の規定に・・・ 

5  第117条又は第119条の規定に基づき・・ 

6  第120条の・・・ 

7  第111条第 4 項・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

 41 124 1

3

～

5

     違約金

等 

第 124

条 

1 項, 

3 項～ 

5 項 

第124条 第119条各項・・・ 

3  乙は、第119条・・・ 

4  第118条又は第120条の規定に・・・ 

5  第121条第 4 項・・・ 

第123条 第118条各項・・・ 

3  乙は、第118条・・・ 

4  第117条又は第119条の規定に・・・ 

5  第120条第 4 項・・・ 
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書類

名 
別 頁

第

(条)
章 節 号 大 中 小 項目名 変更前 変更後 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

 42 125      保全義

務 

第 125

条 

・・・通知の日から第122条第 1 項による・・・又は第123条

第 3 項による・・・ 

・・・通知の日から第121条第 1 項による・・・又は第122条第

3 項による・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

 42 126      関係書

類の引

渡し等

第 126

条 

第126条 乙は、第122条第 1 項による・・・又は第123条に

よる・・・ 

第125条 乙は、第121条第 1 項による・・・又は第122条によ

る・・・ 

特定

事業

仮契

約書

（案） 

  45 139 3        権利等

の譲渡

制限 

第 139

条 

3 項 

(3 項追加) 3 乙は、公会堂代替施設、熱源等仮設設備その他の本契

約上の義務の履行の過程で取得した本契約上の義務の履

行に必要な建物を第三者に譲渡、質権を設定その他担保

提供又はその他処分をする場合には、事前に甲の書面に

よる承諾を得るものとする。

特定

事業

仮契

約書

(案) 

2 48   1          設計・

建設期

間 

別紙 2 

1 項 

・・・以下、本別紙3の本項及び次項で同じ・・・ ・・・以下、本別紙2の本項及び次項で同じ・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

3 49  1 (1)        別紙 3 

1 項 

(1) 履行保証保険 

乙、設計企業又は建設企業は、本施設の設計・建設期間

中、履行保証保険に加入する。具体的には次のとおりと

する。

保険契約者 乙、設計企業又は建設企業

被保険者  

保険期間  

保険金額 設計、建設の対価（消費税を含

む。）の 100 分の 10 

（削除） 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

3 49  1 (2)        建設工

事保険

別紙 3 

1 項 

(2)  建設工事保険 

乙又は建設企業は、本施設の建設期間中・・・ 

本施設等の再調達金額 

(1)  建設工事保険 

乙又は建設企業は、各建設施設に関し、当該建設施設の

建設期間中・・・ 

当該建設施設に係る設計・建設の対価相当額 
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書類

名 
別 頁

第

(条)
章 節 号 大 中 小 項目名 変更前 変更後 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

3 49  1 (3)        第三者

賠償責

任保険

別紙 3 

1 項 

(3)  第三者賠償責任保険 

乙又は建設企業は、本施設の建設期間中・・・ 

(2)  第三者賠償責任保険 

乙又は建設企業は、各建設施設に関し、当該建設の建

設期間中・・・ 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

3 49

50 

    2 (1)       第三者

賠償責

任保険

別紙 3 

2 項 

乙は、本事業の維持管理・運営期間において・・・ 

乙又は乙より維持管理業務又は運営業務を受託さ

れた者

乙より維持管理業務又は運営業務を受託された者及

びすべての下請負人  

乙は、維持管理・運営期間において・・・ 

乙又は維持管理企業若しくは運営企業

乙より維持管理企業又は運営企業及びすべての

下請負人  

特定

事業

仮契

約書

(案) 

6 55   1 (1) 

(2) 

       第三者

機関に

よる評

価 

別紙 6 

1 項 

④第三者機関による評価 

選定事業者は、公会堂の・・・ 

(2)  モニタリング費用の負担 

・・・それ以外に乙に発生した費用は乙が負担する。（第三

者機関による評価を含む。）

(2)第三者機関による評価 

乙は、公会堂の・・・ 

(3)  モニタリング費用の負担 

・・・それ以外に乙に発生した費用（第三者機関による評価

を含む。）は乙が負担する。 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

6 56

57 

  2 (1) 

 

       減額対

象及び

是正レ

ベルの

認定 

別紙 6 

2 項 

 

レベル 1：軽微な支障があるとみなす事態の例 

 

レベル 2：明らかに重大な支障があるとみなす事態の

例 

・・・火災発生時において消防用設備等として機能を

果たさない事態の発生  

 

レベル 1：軽微な支障があるとみなす事象の例 

 

レベル 2：明らかに重大な支障があるとみなす事象

の例 

・・・火災発生時において消防用設備等として機能を

果たさない事象の発生  

特定

事業

仮契

約書

(案) 

6 58   3 (1)        減額ポ

イント

の計上

別紙 6 

3 項 

 

事態

軽微な支障があるとみ

なす事態の例 

明らかに重大な支障が

あるとみなす事態の例  

 

事象

軽微な支障があるとみ

なす事象の例 

明らかに重大な支障が

あるとみなす事象の例  
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書類

名 
別 頁

第

(条)
章 節 号 大 中 小 項目名 変更前 変更後 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

6 58   3 (2)        減額ポ

イント

の支払

額への

反映 

 

100 以上 100％減額 

50～99 

 

1 ポイントにつき 0.9％減額 

(45%～90%の減額) 

30～49 

 

1 ポイントにつき 0.6％減額 

(18%～30%の減額) 

10～29 

 

1 ポイントにつき 0.3％減額 

(3%～9%の減額) 

0～10 

 

0％(減額なし) 

 

 

100 以上 100％減額 

50～99 

 

1 ポイントにつき 0.9％減額 

(45%～約90%の減額) 

30～49 

 

1 ポイントにつき 0.6％減額 

(18%～約30%の減額) 

10～29 

 

1 ポイントにつき 0.3％減額 

(3%～約9%の減額) 

0～9 

 

0％(減額なし) 

 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

7 63   1 (1)        サービ

ス購入

料Ｃ 

別紙 7 

1 項 

 

庁舎施設  

 

庁舎施設（公会堂を除

く） 

特定

事業

仮契

約書

(案) 

7 63   1 (1)        サービ

ス購入

料Ｄ 

別紙 7 

1 項 

 

同額年 2 回 

又は各年出来高支払

※乙の提案による・・・  

 

①同額年 2 回、②各事

業年度ごとの（年 2

回）、③同額年 2 回及

び各事業年度ごとの支

払（年 2 回）の混合※

乙の提案による・・・  

特定

事業

仮契

約書

(案) 

7 64   1 (1)        サービ

ス購入

料Ｅ 

別紙 7 

1 項 

 

・・・ 

・公会堂運営業務に係る費用

 

  

 

・・・ 

・公会堂運営業務に係る費用 

「上記の費用－利用料金収入

見込み額＝サービス購入料Ｅ」 

特定

事業

仮契

約書

（案） 

7 64   1 (2) ① ウ    基準金

利 

別紙 7 

1 項 

基準金利は・・・６か月LIBORベース12年物（円／円）金

利スワップレートとする。 

サービス購入料Ａの基準金利は午前 10 時現在の東京ス

ワップレファレンスレート（ＴＳＲ）としてTelerate17143 ページ

に掲示されている６か月LIBORベース 2 年物（円／円）金利

スワップレートとする。サービス購入料Ｂ1 及びＢ2 の基準

金利は・・・６か月LIBORベース15年物（円／円）金利スワッ

プレートとする。 
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書類

名 
別 頁

第

(条)
章 節 号 大 中 小 項目名 変更前 変更後 

特定

事業

仮契

約書

（案） 

7 64   1 (2) ① エ    基準金

利の決

定日 

別紙 7 

1 項 

サービス購入料Ａ・・・3銀行営業日前 

サービス購入料Ｂ１・・・3銀行営業日前 

サービス購入料Ｂ２・・・3銀行営業日前 

サービス購入料Ａ・・・2銀行営業日前 

サービス購入料Ｂ１・・・2銀行営業日前 

サービス購入料Ｂ２・・・2銀行営業日前 

特定

事業

仮契

約書

（案） 

7 65   1 (2) ② ウ    サービ

ス購入

料Ｅ 

別紙 7 

1 項 

・・・公会堂の維持管理・運営の必要な経費から、選定事

業者の利用料金収入の差額分が対価となる。 

・・・公会堂の維持管理・運営の必要な経費から、選定事業

者の提案による利用料金収入見込み額を除いた差額分が

対価となる。 

特定

事業

仮契

約書

（案） 

7 66   1 (3)      サービ

スの対

価の金

額と支

払いス

ケジュ

ール 

別紙 7 

1 項 

(3)  サービスの対価の金額と支払いスケジュール (4)  サービスの対価の金額と支払いスケジュール 

特定

事業

仮契

約書

（案） 

8 70   2 (2)        消費税

率変更

に基づ

く改定 

別紙 8 

2 項 

（追加） (2)消費税率変更に基づく改定 

維持管理・運営の対価に対する消費税率が変更された場

合、新たな消費税率に基づいて算出することとする。
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